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主
要
農
作
物
の
県
奨
励
品
種
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

奨
励
品
種
・
準
奨
励
品
種
へ
の
区
分
変
更 

 
 

 

水
稲
う
る
ち
「
え
み
ほ
こ
ろ
」 

 
 

 

「
彩
の
か
が
や
き
」
か
ら
の
全
面
的
な
切
り
替
え
を
進
め
、
作
付
拡
大
を
奨
励
す
る
た
め
、 

 
 

認
定
品
種
か
ら
奨
励
品
種
に
区
分
変
更
す
る
。 

 

二 

奨
励
品
種
・
準
奨
励
品
種
の
廃
止 

 
 

 

は
だ
か
麦
「
イ
チ
バ
ン
ボ
シ
」 

 
 

 

既
に
作
付
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
今
後
も
生
産
数
量
が
増
加
す
る
見
通
し
は
な
い
こ
と 

 
 

か
ら
、
奨
励
品
種
か
ら
廃
止
す
る
。 
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